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        平成２９年第２回・西海市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年２月２７日（月） 

午後１時３０分から午後３時００分 

２．開催場所 大瀬戸コミュニティセンター 

３．委員定数 条例定数３１人 現委員３１人 

４．出席委員（２７人） 

会  長  １番 岩﨑信一郎 

  会長代理  ２番  麻生 克典 

委  員  ３番 岸本 六郎  ４番 浦口 大輔  ５番 今村 和人 

             ６番 岳野 一敏  ８番 山口 美幸  ９番 郡  勝壽 

１０番 辻尾 政幸 １２番 竹尾 久人 １３番 髙野 和美 

１４番 山口 孝生 １５番 木本 安仁 １６番 山下 裕史 

１７番 内海 輝次 １８番 辻山 保美 １９番 辻  良人 

２０番 山脇 初良 ２１番 澤田  馨 ２３番 宮原 信明 

２４番 熊野 三次 ２５番 朝長 久夫 ２６番 山添 満之 

２７番 平野 安雄 ２９番 大久保和博 ３０番 井田 初美 

３１番 田中 初治 

５．欠席委員（４人） 

    ７番 太田 尚臣 １１番 松本千代治 ２２番 牛水  司 

２８番 福田  務  

６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第 ７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ９号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第１０号 農地中間管理事業利用配分計画（案）に関する 

意見について 

     議案第１１号 非農地通知の対象とすることの決定について 

 

     報告事項 

     ・農地転用許可不要案件届出について 

 

７．事務局 事務局長：中村正且  局長補佐：神浦真吾 主査：山口智貴 

 

８．会議の概要 

事務局   只今から平成２９年西海市農業委員会第２回総会を開会いたしま

す。本日、７番：太田委員、１１番：松本委員、２２番：牛水 委員、 

２８番:福田委員より欠席の旨通告がありましたのでご報告いたしま
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す。 

      出席委員は在任委員３１名中２7 名で、定足数に達しておりますので

総会は成立しております。 

      それでは、西海市農業委員会会議規則により、議長は会長が務 

     めることなっておりますので、以降の議事の進行は岩﨑会長にお 

     願いいたします。 

  

議 長   これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員の指 

     名を行います。西海市農業委員会会議規則第２０条第２項に規定 

     する議事録署名委員ですが、議長から指名させていただくことに 

     ご異議ありませんか。 

 

      《異議なしの声あり》 

 

議 長   今回の議事録署名委員は、１２番竹尾委員、１３番高野委員にお願

いいたします。 

議 長   それでは、審議に入りますが議事進行上、発言される際は挙手をし、

議長の許可を受けてから氏名を告げて発言をお願いします。 

   それでは、議案第７号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第７号「農地法第３条の規定による許可申請について」を説明

します。 

      「1 番」について説明いたします。資料は２頁です。所在が西彼町

鳥加郷字小代木場の畑、計６筆、３０，５３２㎡の申請となっていま

す。各筆毎の地番・面積・現況等の内容、譲り渡し人・譲り受け人に

関する事項、譲り受け人の農機具の保有状況については議案書記載の

とおりです。申請事由としまして「所有財産について、名義変更する

必要が生じたため廣幸から敏広へ所有権移転（贈与）を行うもの」と

いうものです。権利種別は所有権移転「贈与」となっています。 

農地法第３条第２項の不許可事項の該当非該当の区分ですが、第２

号、第３号、第５号、第６号につきましてはすべて非該当となってい

ます。 

関係資料は３頁から７頁までで、３頁に位置図、４頁に付近状況図

を添付しております。申請地③のピンクところに譲り受け人の自宅が

あり徒歩５分圏内に耕作地がある状況です。５頁は字図で、黄色に塗

られている①から⑥が申請地です。６・７頁は現況写真となっていま

す。現況のまま牧草地として引き続き利用したいとのことです。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件のすべて満た
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していると考えます。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

２７番   開拓で入植をされ、畜産を生業としてきた方で、直接お会いして話

を聞きますと、高齢となり後継者に譲りたいとのことでした。法人化

も考えているようで、特に問題はなく通常の経営移譲のようでありま

した。ご審議方よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今議案第７号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第７号「農地法第３条の規定による許可申請について」 

は、申請どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   次に議案第８号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

議題といたします。 

   事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第８号「農地法第５条の規定による許可申請について」説明し

ます。１番・２番については、申請はそれぞれ別の案件になりますが、

譲り受け人・申請事由が同一であるため、資料をまとめています。資

料は９頁です。所在地が西海町七釜郷字川蝉畑１筆、面積・３７０㎡、

と同所、畑１筆、面積・１２１㎡、現況はともに不耕作（耕作放棄地）

となっています。地番・譲り渡し人・譲り受け人に関する事項は議案

書記載のとおりです。申請理由は申請地の土地を敷地として譲受人の

専用住宅１棟を建築する。となっています。本件は８月の総会におい

て農用地区域除外を行ったものです。添付資料は、９頁から１８頁ま

でで、９頁に位置図、１０頁に付近状況図、１１頁に字図、１２頁に

航空写真、１３頁に現況写真、１４頁に被害防除計画書、１５頁に配

置図、1６・１７頁に配置及び断面関係図、１８頁に平面図・立面図を

添付しております。木造コロニアル葺平屋建て住宅、床面積１０２．

１４㎡、建築面積１０４．８８㎡を予定しています。１４頁にもどり、

申請地の造成計画の内容ですが、盛土を行う（最高１．３ｍ）、切土を
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行う（最高１．３ｍ）申請地に盛土・切土を行うが、土留め工事、擁

壁を設ける、法面保護をする。隣接地とは境界線より控えて擁壁を設

置するため土砂流出の被害の恐れはない。近傍農地の日照、通風、耕

作等に著しい影響をおよぼす恐れを生じさせないための措置として、

緑地・緩衝地を設ける２～６ｍ程度、高さを加減する（５．５ｍ程度）。

隣接地境界から２～６ｍ離し、平屋建てとし高さを加減しているため

被害の恐れはない。排水計画ですが、雨水排水は溜枡、自然流下、汚

水・生活雑排は合併浄化槽処理となっています。 

農地区分については、道を挟んで作付け水田があるものの、周囲の

農地も申請地と同様荒地となっており農業公共投資の対象となってい

ない孤立した農地といえますので第２種農地と判断します。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

１９番   申請者はすぐ近くの実家で親御さんと同居しておりますが、手狭と

なり住宅を建築するということで、この土地は何年も耕作がされてお

らず荒地となっていたところで、周囲も荒廃地で申請地側には耕作し

ている農地はなく、写真でお分かりのとおり市道を挟んで向かい側に

田んぼがありますが影響はないものと思いますのでご審議方お願いし

ます。 

 

議 長   ただ今議案第８号の１番と２番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第８号「農地法第５条の規定による許可申請について」 

の１番・２番については、申請どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   引き続き３番について説明を求めます。 

 

事務局   ３番について説明します。資料は１９頁からです。３番の農地の所

在は、西彼町八木原郷字南で畑１筆、地目・畑、地籍・２５３㎡。地

番・譲り渡し人・譲り受け人の詳細については議案書記載のとおりで

す。申請理由は申請地を譲り受け、住宅を新築するとなっています。
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添付資料は、２０頁から２８頁までで、２０頁に位置図、２１頁に付

近状況図、２２頁に航空写真、２３頁に字図、２４頁に現況写真を添

付しています。２５頁に被害防除計画書、２６頁に配置図、２７頁に

平面図、２８頁に立面図を添付しております。木造ガルバ鋼板葺２階

建、住宅９８．１３㎡（１Ｆ７２．４６㎡、２Ｆ２５．６７㎡）建築

面積７７．４２㎡を予定しています。 

      ２５頁にもどりまして、申請地の造成計画の内容ですが、盛土を行

う（最高０．９ｍ、最低０．２ｍ）。それに伴う被害防除措置は、土留

工事を行うで、コンクリートロック４段を行い土砂の水路への流入を

防ぐ。近傍農地の日照、通風、耕作等に著しい影響をおよぼす恐れを

生じさせないための措置は申請地周辺の農地は耕作されていないため

被害発生の恐れはない。排水計画ですが、雨水排水は道路側溝、汚水

及び生活雑排水は下水道放流を行い、道路側溝へ放流するとなってい

ます。 

農地区分については、周囲は荒地となっており、農業公共投資の対

象となっていない孤立した農地といえますので、第２種農地と判断し

ます。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

３０番   譲渡し人と譲受け人は親子関係にあります。申請地は現在は梅の木

が植栽されていますが、後ろは住宅があり前は市道になっています。

隣は不耕作地で住宅を建築しても日照・雨水等について何ら影響はな

いものと判断されますのでご審議方よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第８号の３番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第８号「農地法第５条の規定による許可申請について」

の３番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   次に議案第９号「農用地利用集積計画の決定について」を議題とい

たしますが、本案は今村委員が申請人となっている事案を含みますの

で、農業委員会法第３１条の規定に基づく議事参与の制限に基づき、

審議終了まで退席をお願いします。審議終了後に入室・着席していた
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だきます。それでは一括審議といたします。事務局より説明をお願い

します。 

 

事務局   それでは議案第９号「農用地利用集積計画の決定について」農用地

利用集積計画について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による決定を市長より求められたので、その可否について提案する。

となっています。ここで資料の修正をお願いします。３０頁の三段目、

使用貸借とあるのを賃貸借に、３５頁から３８頁についても使用貸借

を賃貸借とし、賃借料に賃借料金を追加し、支払方法に口座を追加し

ます。詳細につきましては本日配布資料を参照ください。 

３０頁は農地利用集積計画集計表です。使用貸借「１年」のもの１

件・３筆・１，３１６㎡、「１０年」のもの１件・８５筆・３７，８８

３．９９㎡、の計１件・８８筆３９，１９９．９９㎡、市公社貸出分、

賃貸借「１年」のもの１件・３筆・１，３１６㎡、「１０年」のもの５

件・８５筆・３７，８８３．９９㎡、「８年６ヶ月」のもの１件・１筆・

１，４９７㎡の計５件・８９筆４０，６９６．９９㎡、「使用貸借権・

賃貸借権設定」（県公社借入分）賃貸借「１０年」のもの１件・２１筆・

７６，３１０㎡、賃貸借「５年」のもの１件・７筆・１１，１５７㎡

の計１件・２８筆・８７，４６７㎡の表が対象となっています。 

      ３１頁から３４頁は市公社が借り受けた３３件・８８筆・３９，１

９９．９９㎡の詳細が計上され、使用貸借期間「１０年」のもの８５

筆・「５年」のもの３筆、計８８筆となっています。 

３５頁から３８頁は市公社から貸し付けた５件・８９筆４０，６９

６．９９㎡の詳細が計上され、賃貸借期間「１０年」のもの８５筆・「５

年」のもの３筆・「８年６ヶ月」のもの１筆、計８９筆となっています。 

３９・４０頁は県公社借入「１０年」のもの「賃貸借」１件・２１

筆・８２，２３９㎡「５年」のもの１件・７筆・５，２２８㎡、計１

件・２８筆８７，４６７㎡となっています。詳細につきましては、議

案書及び本日配布資料を参照ください。農業経営基盤強化法第１８条

第３項の用件を満たしていると考えます。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

２０番   1 番～50 番の件については更新の分でありまして、さらに 10 年間の 

賃貸借ということであります。借受者は生産法人でもあり、これまで 

どおりの形態で栽培をするということでありました。よろしくご審議 

をお願いします。 

 

２１番   51 番から 60 番、65 番、73 番から 77 番、79 番から 81 番、84 番か 
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ら 87 番についても更新の分でありまして、いずれの方も熱心に取り組 

んでおられますのでよろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第９号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第９号「農地利用集積計画の決定について」は原案ど 

おり決定いたします。 

 

議 長   次に議案第１０号「農地中間管理事業における農地利用配分計 

画（案）に関する意見について」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   それでは議案第１０号「農地中間管理事業における農用地利用配分

計画（案）に関する意見について」農用地利用配分計画(案)について、

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の３の規定により、意

見を求められたので、判断を求める。となっています。資料は４７・

４８頁です。先ほど３９・４０頁で出ました県公社の借り入れ分の土

地・２８筆がそのままここに計上されています。県農業振興公社から

「１社」に対し計２８筆・８７，４６７㎡の賃貸借が計上されていま

す。１番から２８番までの２８筆、「賃貸借」、「１０年」のもの２１筆、

「５年」のもの７筆分の農用地利用配分計画（案）が出ています。詳

細につきましては議案書を参照ください。４９頁に借り受け人の経営

状況を添付しています。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条の３において特に問題はないものと判断します。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

２０番   借り手はＪＡの関連会社で養豚業を営んでおります。母豚が 1,400

頭、肉豚の出荷頭数が 13,000 頭で養豚の一環経営をされております。

現在、子牛の素牛が高騰しており繁殖経営が逼迫してきており、今回

新たに繁殖牛の経営、子牛の生産をやることとなり、牧草地の確保が

必要ということでの配分ということであります。ご審議方よろしくお

願いします。 
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議 長   ただ今、議案第１０号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第１０号「農地中間管理事業における農地利用配分計 

画（案）に関する意見について」につきましては、原案どおり配分 

することで「意見なし」といたします。 

 

議 長   次に議案第１１号「非農地通知の対象とすることの決定について」

を議題といたします。１番と２番について事務局より説明をお願いし

ます。 

 

事務局   それでは資料は５０頁をお願いします。議案第１１号の非農地通知

の対象とすることの決定について説明をいたします。今回は９筆・６，

４１７㎡について、審議を頂きたいと思います。所有者の方は２件の

方なっています。住所や所有者の詳細につきましては議案書記載のと

おりです。今回の申請につきまして、１件目は１・２番で資料は５１

頁から５５頁です。所有者は西海町太田和郷の方です。５１頁に位置

図、５２頁に付近近況図、５３頁に航空写真、５４頁に字図を添付し

ています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲んだ部分

が申請地となっています。現場のほうですが、雑木が茂っておりまし

て、現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしました。

５５頁が対象地の現況写真です。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について本人聞取

りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。 

２件目は３番から９番で資料は５６頁から６５頁です。所有者は大

瀬戸町瀬戸下山郷の方です。５６頁に位置図、５７・５８頁に付近近

況図、５９頁から６１頁に航空写真、６２・６３頁に字図を添付して

います。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲んだ部分が

申請地となっています。現場のほうですが、雑木が茂っておりまして、

現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしました。６

４・６５頁が対象地の現況写真です。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について本人聞取

りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。 
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議  長  それでは 1 番・２番の補足説明を担当委員お願いします。 

 

１２番   現地は元は田んぼでありましたが、周辺を含め全ての水田で耕作は 

なされておりません。今はダケクと言いますか小さな竹が密集してお 

り、現地にもいけないような状態であり、非農地として問題はないと 

思われますのでご審議方よろしくお願いします。 

 

議 長   ３番から９番について補足説明を担当委員お願いします。 

 

３番    申出者は昨年家族経営協定を締結され農業について非常に熱心な方

であります。荒れた農地等について整理をして経営を譲りたいと言う

ことのようでした。申出者とともに現地に行きましたが、申出者すら

場所が分からないように荒れている状態でありますので、非農地の対

象として問題はないと判断しましたのでご審議をよろしくお願いしま

す。 

 

議 長   ただ今、議案第１１号の１番から９番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第１１号「非農地通知の対象とすることの決定につい 

て」の１番から９番については、非農地通知の対象とすることに決 

定いたします。 

 

議 長   次に報告事項に入ります。事務局よりお願いします。 

 

事務局   それでは資料は６６頁ページをお願いします。平成２９年２月受付

分でありますが、西彼町小迎郷における農業関連施設の整備工事（事

後届出）の分となります。ここで資料の訂正をお願いします。小迎郷

字下川原とあるのを小迎郷字川原と修正してください。詳細は本日の

配布資料をご参照ください。申請地は西彼町小迎郷字川原の物件で地

番・地目・面積は議案書記載のとおりです。平成１年８月に倉庫兼作

業所１０１．９７㎡を建築し、平成１年９月から供用開始しています。 

関係資料は６７頁から７３頁までで、６７頁に位置図、６８頁に付

近近況図、６９頁に航空写真、７０頁に字図、７１頁に現況写真を添

付しています。７２頁に被害防除計画書、７３頁に平面・立面図をつ

けています。申請地の造成計画内容ですが、現状のまま利用する。被
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害防除措置として擁壁を設ける。被害の発生の恐れがない理由として、

周囲に農地がないので被害の発生の恐れがない。日照、通風、耕作等

への影響については周囲に農地がないので被害の発生の恐れがない。

排水計画については雨水を水路放流するとなっています。事務局から

の説明は以上です。 

 

議 長   ただ今事務局から報告説明がありました。何か意見等ありませんか。 

      ないようでしたら、ただ今報告説明があったとおり届出について承

認することといたします。 

 

議 長   以上をもちまして本日の議案審議ならびに報告事項は全て終了いた

しました。 

      皆さんのほうから何かありませんか。 

 

議 長   ないようでしたら次回の総会日程を決定したいと思います。 

 

       次回総会は 

日時 平成２９年３月２７日(月) 午後２時００分から 

場所 大瀬戸コミュニティセンター 

 

これをもちまして西海市農業委員会第２回総会を閉会いたします。 
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平成２９年２月２７日 

 

                  農業委員会長           

 

                  議事録署名人           

 

                  議事録署名人           


